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Ｑ：美容医療クリニックのウェブサイトの広告も規制されると聞いたのですが。
Ａ：医療法の改正により、医療機関のウェブサイトに広告規制が導入され、美容医療

クリニックのウェブサイトにおいても、虚偽広告や誇大広告等が禁止されるな
ど、広告規制が課せられます。

　医療法の改正により、医療機関のウェブサイトに広告規制が導入され、美容医療クリニック
のウェブサイトにおいても、虚偽広告や誇大広告等が禁止されるなど、広告規制が課せられま
す。（図 1 参照）

図 1 　参考資料2）より

1 ．医療法の広告規制の主な改正について
　医療法の改正により、美容医療サービスも含め医療機関のウェブサイト、メルマガ等につ
いても広告規制が課されます。治療等の内容・効果の体験談及び誤認させるおそれのあるビ
フォーアフター写真等は、今回医療法施行規則（省令）にて、医療に関する広告としては認めら
れないものであることが明確化されました（図 2 参照）。

医療法改正により美容医療クリニックのウェブサイトの広告も
規制されます。
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図 2 ．参考資料2）より

2 ．消費者へのアドバイス
　⑴　幅広い情報を集め、十分検討した上で、施術を受けるか決めましょう
　　美容医療サービスを受けるにあたっては、自由診療であること、新しい施術も多いことか

ら、そのリスクや副作用を十分認識した上で、様々な情報媒体から広く情報を収集して検討
する必要があります。治療内容や治療方法、効果やリスク等を複数の医療機関や医療安全支
援センター等から情報収集しましょう。その上で、美容医療サービスを本当に受けるかも含
め、慎重に判断しましょう。

　⑵　問題のある広告を掲載しているクリニックとは契約しないようにしましょう
　　医療機関における広告は法律で規制されています。美容医療クリニックのウェブサイトに

おいて、「○％の満足度」、「○○治療し放題プラン」等、法律等で禁止される広告表現をした
り、治療等の内容、費用等や主なリスク、副作用等が記載されていない美容医療クリニック
とは契約しないようにしましょう。

　⑶　広告と異なる契約を勧誘された場合には、安易にその場で契約しないようにしましょう
　　美容医療クリニックに出向いたところ、広告に掲載されているような金額や内容で施術が

受けられないことが分かった場合には、一旦冷静になり、その場で契約しないようにしま
しょう。特に、断っているのに勧誘を続ける、希望しない即日施術を強要する等、契約を強
引に勧められた場合には、契約をしないことをはっきりと伝えましょう。

　⑷　困ったときには消費生活センター等へ相談しましょう
　　広告を見て美容医療クリニックを受診したけれども、意図しない契約や施術を強要された

り、解約に際してトラブルになったりする等、クリニックとトラブルになった場合には、消
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費生活センター等に相談しましょう。また、2017年12月 1 日から、一定の美容医療サービス
のうち、契約期間が 1 ヵ月超かつ契約金額が 5 万円超のものは、特定商取引法の規制対象と
なりました。こうした美容医療サービスについては、クーリング・オフ（法定の契約書面を
受け取ってから 8 日以内）等ができますので、 1 人で悩まず速やかに消費生活センター等に
相談しましょう。なお、広告に関しては、医療機関のウェブサイト上に嘘や大げさな表示な
どがないかを監視する、「医療機関ネットパトロール」（厚生労働省委託事業）という制度があ
ります。問題のある広告だと思った場合は、「医療機関ネットパトロール」や医療法を所管す
る各地の保健所に通報しましょう。

※　消費者ホットライン「188（いやや！）」番

お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の 3 桁
の電話番号です。

※　医療機関ネットパトロール：03-3293-9225

平日（月～金）　10：00～16：00
通報フォーム　http://iryoukoukoku-patroll.com/

【　参考資料　】
1）　国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp
2）　内閣府ホームページ「医療広告規制の検討状況と今後の取組について
　　（厚生労働省医政局総務課、平成30年 2 月14日）」
　　http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2018/267/doc/20180214_shiryou1_1.pdf
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